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【仲裁の計算例（税別）】  

◎前提：紛争請求額（申立額）３,０００万円、期日３回の場合 

  申立手数料 ５万円  

  期日手数料 ２万円／回×２当事者×３回＝１２万円 

  成立手数料（紛争請求額 3,000万円に対して） ２６０万円 

    合計    ２当事者で２７７万円（報酬込） 

 

 

【中立評価の計算例（税別）】 

 ◎前提：紛争請求額（申立額）３,０００万円、期日３回開催の場合 

  申立手数料（申立額 3,000万円に対して） ５万円＋１１万円＝１６万円  

  期日手数料 １０万円／回×２当事者×３回＝６０万円 

  中立評価手数料（紛争請求額 3,000万円に対して） ６７万円 

    合計    ２当事者で１４３万円（報酬込） 

 

 

【和解あっせんの計算例（税別）】 

◎前提：紛争請求額（申立額）３,０００万円、相手方は１,０００万円を主張、 

期日３回開催、和解額１,５００万円の場合 

  申立手数料（申立額 3,000万円に対して） ５万円＋１１万円＝１６万円  

  期日手数料 １０万円／回×２当事者×３回＝６０万円 

  成立手数料 

・申立人の解決利益額 500万円に対して １２万円 

・相手方の解決利益額 1,500万円に対して ３７万円 

    合計    ２当事者で１２５万円（報酬込） 

 

 

【単独判定の計算例（税別）】 

 ◎前提：紛争請求額（申立額）３,０００万円、期日２回開催の場合 

  申立手数料（申立額 3,000万円に対して） ５万円＋１１万円＝１６万円  

  期日手数料 １０万円／回×２回＝２０万円 

  単独判定手数料（紛争請求額 3,000万円に対して） ２７万円 

    合計    ６３万円（報酬込） 

 


